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京町家の保全・継承に向けて 
〜第２次推進計画を策定、令和８年度から取組強化〜 

 
京都市では、京都基本構想に掲げる価値を体現する「京町家」を未来に継承する取組を一

層推進するため、「京都市京町家保全・継承推進計画（第２次）」を策定しました。同計画に
掲げる取組のうち、令和８年度に実施する新規・充実施策についてお知らせします。 
 ※市長記者会見資料もあわせて御確認ください。 
 
１ 京都市京町家保全・継承推進計画（第２次）の策定と令和８年度予算について 

⑴ 計画期間 
   令和８年度から令和１７年度までの１０年間 

⑵ 計画の目標  
   社会全体で京町家を保全・継承しやすい環境を創出することで、市内に残る全ての京

町家を可能な限り保全・継承に結び付けます。 
   さらに、京町家条例において特に保全・継承すべき重要なものとして指定した京町家

は、戦略的・重点的に保全・継承の取組を進めます。 

⑶ 計画の公開 
   京都市情報館にて公開しています。 
   https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000003029.html 

⑷ Ｒ８年度予算 
 宿泊税を活用し、前年度比約５倍となる 462,329 千円（新規・充実分：357,300 千円）
の予算を措置し、取組を強化してまいります。 

・京町家の保全・継承応援金の創設【新規】         150,000 千円 
・京町家に対する改修補助金の拡充【充実】         133,560 千円 
・京町家の公的サブリース推進事業【新規】          30,000 千円 
・京町家の社会的保有の推進【新規】             55,000 千円 
・京町家条例に基づく指定の拡大【充実】           10,481 千円 
・景観重要建造物の指定増進に向けた調査等【新規】      26,000 千円 
・京町家の保全・継承の機運醸成【充実】          32,550 千円 
・「京町家まちづくりファンド」の発信強化等【充実】      15,000 千円 
・その他既存施策                      9,738 千円 

https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000003029.html


 

２ 令和８年度の主な新規・充実事業について 
⑴ 京町家保全・継承応援金の創設【新規】 

 最優先で保全を図るべき京町家を対象に、日常的な維持管理に係る所有者の経済的
な負担等を軽減するための応援金を交付します。 
ア 対象 

    京町家条例に基づき個別に指定した京町家（以下「重要京町家」という。）のうち、
景観法等に基づく指定も受けているなど、保全・継承の優先度が高いもの。ただし、
応援金の利用後、10 年間の保全を行うものに限る。 

イ 応援金額 
区分 基礎額 上乗せ額 

重要文化財 
市指定文化財 

２千円/㎡×敷地面積（㎡） 
上限：４０万円 

− 
※固定資産税・都市計画税は非課税又は課税免除  

景観重要建造物 
伝統的建造物 
歴史的意匠建造物 

１千円/㎡×敷地面積（㎡） 
上限：２０万円 

固定資産税・都市計画税相当額の３０％ 
上限：住宅２００万円 
   非住宅５０万円 

歴史的風致形成建造物 
界 わ い 景 観 建 造 物 
大規模住宅 など 

１千円/㎡×敷地面積（㎡） 
上限：１０万円 

固定資産税・都市計画税相当額の２０％ 
上限：住宅１２０万円 
   非住宅３０万円 

ウ 受付開始 
    令和８年７月１日から 

⑵ 京町家改修補助金の拡充【充実】 
   京町家の保全・継承に必要となる改修工事を支援する補助制度について、次のア、イ

のとおり制度充実を図りました。 
ア 補助率、補助上限額の引上げ、補助対象工事の追加 

≪補助金額≫ 
区分 補助率 補助対象工事 補助上限額 

指定地区内の
京町家※１ 

２／３ 
（従前：1／２） 

①外観工事 
②内部工事※２ 
③設備工事※２ 

２００万円※３ 
（従前：１００万円） 

④構造健全化工事※４ ６０万円 
重要京町家 ２／３ 

※景観重要建造物
は３／４ 

（従前：1／２） 

①外観工事 
②内部工事※２ 
③設備工事※２ 

５００万円 
（従前：２５０万円） 

④構造健全化工事※４ ６０万円 
 ※１ 京町家条例に基づき指定した地区（現在 21 地区）内の京町家 

※２ 床暖房の設置や断熱改修工事など、快適性を高める工事を補助対象に追加 
 ※３ イに記載の特別外観工事を行う場合は５００万円 

※４ 住宅以外の用途に限る。 



 

イ 補助対象とする京町家を拡大 
   これまで補助対象外であった、京町家条例に基づく指定を受けていない京町家（以

下「未指定京町家」という。）について、京町家の形態及び意匠を「模範となる外観」
に復原し、補助事業完了後に当該京町家を重要京町家に指定するために行う工事（以
下「特別外観工事」という。）を行う場合は、新たに補助対象とします。 
≪補助金額≫ 

 補助率 補助対象工事 補助上限額 
未指定京町家 １／２ 特別外観工事 ５００万円 

⑶ 京町家の公的サブリース事業の推進【新規】 
   令和２年度から、京都市が京町家を所有者から借り上げて、公募した活用事業者に転

貸し、民間活力により改修・活用する「京町家賃貸モデル事業」を実施してきましたが、
令和８年度からは、京町家の相談窓口である京都市景観・まちづくりセンターによる支
援の一環として、本格実施していきます。 

⑷ その他の取組 
ア 京町家の社会的保有の推進（京町家を京都学藝衆構想の実現の場へ） 
イ 京町家条例の改正の検討 
ウ 固定資産税の在り方の検討 

 
３ お問合せ先 

京都市都市計画局まち再生・創造推進室 
電話：０７５−２２２−３５０３ 


